
世田谷区告示第３３５号 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１９条の１５の規定による指定小児慢

性特定疾病医療機関の指定の辞退があったので、同法第１９条の１９第３号及び第５

９条の４第１項の規定により別紙のとおり告示する。 

    令和８年５月１日 

             世田谷区長 保 坂 展 人 



No. 施設番号 医療機関番号 施設分類 医療機関名称 医療機関住所 開設者名 有効期間開始日 有効期間終了日

1 0000010746 1345553136 薬局
【辞退】丘の上薬局 下高
井戸店

世田谷区赤堤５－３０－１５ しもた
かいどメディカルタウン１０２号

株式会社ティー・エ
ム・シー

指定医療機関一覧（辞退）

1／1 頁


